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１．はじめに 

 

近年、既存の公共施設を民間やその地域で生活を

している住民によって有効活用することが全国的に

広まってきており、なかでも道路の利活用について

は歩行者や自転車のための道路空間整備による道路

空間の有効利用など、創意工夫による豊かな道路空

間づくりに向けた動きが活発化している。 
特に、歩行者道路空間にテーブルやベンチを設置

してオープンカフェ風にアレンジすることで、人々

の「憩い・賑わいの場」を創出するという道路空間

の活性化方法は近年全国的に著しい発展を見せてお

り、2005 年に国土交通省により「道を活用した地域
活動円滑化のためのガイドライン」が示されたこと

で、全国各地でオープンカフェを利用したまちの活

性化を狙いとした社会実験が行われるようになった。 
しかし、円滑化の動きはあるものの、日本の路上

でオープンカフェを実施して「おもてなし歩行エリ

ア」を創出するにはまだまだ課題があると言える1）。

今後、日本全国の道路空間において、こうしたオー

プンカフェをはじめとするまちづくり活性化事業を、

社会実験の枠を超えて本格実施に移行し恒常的に実

施していくことが望まれる。 
そこで、本研究では以上に紹介したオープンカフェ

に焦点をあて、オープンカフェの実施の実現可能性

について検討し方策を見出すとともに、その課題を

整理することを目的とする。 
本研究は、オープンカフェの実現可能性について、

まず法制度の面から実施にあたり日本の事例を挙げ

るとともに障害となる法律を抽出し、その対応策を

見出す。そして、実際にオープンカフェ実験が実施

された場所で調査・分析を行うことにより、オープ

ンカフェの評価と、実施に関してより多くの人が利

用するための方策について検討するものとする。 
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２．オープンカフェ実施に向けての法律への対応 

 

（１）既存事例の整理 

ヨーロッパでは当たり前となっているオープンカフェ

だが、日本ではまだまだ実施事例が少ないと言える2）。

そこで、ここでは本研究で調査した全国各地でのオープ

ンカフェのうち、現在も継続的に実施されている実施事

例について以下にまとめる。 

a）横浜鶴見オープンカフェ 

横浜鶴見では、地元ショッピングモールの違法駐輪

対策として 1998 年から実験的な試みとしてオープンカ

フェ実験が始まった。その後、日本で初めてのオープン

カフェの定期実施に至った事例である3）。 

 

表 1 横浜鶴見オープンカフェの歴史 
年度 実施主体 実施期間 取得許可 備考

1998 街路利用の実験的な試みとして開始

1999 鶴見駅西口協議会 月1回の開催 定期開催は全国で初めて

2000
2001
2002
2003

鶴見西口
オープンカフェ協議会

4月～11月
月2回の開催

道路使用許可
道路占用許可
飲食店営業許可

2004
2005
2006
2007
2008

鶴見西口
オープンカフェ協議会

4月～11月
月3回の開催

道路使用許可
道路占用許可
飲食店営業許可

現在、許可の申請は、
道路使用許可が月1回
道路占用許可が年1回
となっている。

 

b）横浜日本大通りオープンカフェ 

横浜日本大通りでは、2005 年に道路占用ガイドライ

ンのモデルケースとして社会実験という形でオープンカ

フェが始まり、その後毎年 4 月から 11 月まで実施され

るようになった。日本大通りオープンカフェは、各店舗

が道路占用料を支払って運営する形式で、パリなどに代

図 1 オープンカフェ実施前と実施中の様子（大宮駅西口）

普段の道路の様子 オープンカフェ実施時の様子 



表されるヨーロッパの事例に類似していると言える3）。 

 

表 2 横浜日本大通りオープンカフェの歴史 
年度 実施主体 実施期間 取得許可 備考

2005
日本大通り
オープンカフェ
実行委員会

7月～
道路使用許可
道路占用許可
飲食店営業許可

日本大通りオープンカフェ実行委員会は、
国土交通省の「平成17年度オープンカフェ等
地域主体の道活用に関する社会実験」に
選定されている。

日本大通り
活性化委員会

4月～11月
2006
2007
2008

道路使用許可
道路占用許可
飲食店営業許可

日本大通り活性化委員会は、
沿道事業者有志などで構成されている。

 

c）名古屋久屋大通りオープンカフェ 

名古屋久屋大通りでは、デザイン都市を目指すうえ

で賑わいによる都市の魅力を創出するという狙いのもと、

2000 年から名古屋市が主体となりオープンカフェの実

施が始まった。その後、民間との連携による推進協議会

発足を経て、実施主体は徐々に民間へと移行し、現在の

実施形態をとるに至る3）。 

 

表 3 名古屋久屋大通りオープンカフェの歴史 
年度 実施主体 実施期間 取得許可 備考
2000
2001
2002

名古屋市 ３～４日

2003 名古屋市 ３～４日 道路使用許可
行政が設置や管理などすべて実施
営業行為禁止

2004
名古屋
商工会議所

平日15日間 道路使用許可 国土交通省社会実験として実施

2005
久屋大通り
オープンカフェ
推進協議会

春３日
秋９日

道路使用許可 主導がより民間にシフト

2006
久屋大通り
オープンカフェ
推進協議会

７週間
道路使用許可
道路占用許可

店舗から配達される形式で
飲食提供の実施

2007
久屋大通り
オープンカフェ
推進協議会

１年間
道路使用許可
道路占用許可

道路使用許可・占用許可は
１ヶ月ごとに申請

 

 

（２）既存事例から学ぶ法律への対応 

道路は基本的に「通行」のための空間であり、オー

プンカフェの実施など通行以外の目的で道路を利用す

る場合には、道路法に基づく「道路占用許可」（道路

管理者）及び、道路交通法に基づく「道路使用許可」

（警察）の両方が必要となる。 

また、道路空間における営利的な行為は両法律で禁

止されており、あくまで道路の魅力化・活性化といった

目的でなければ道路は使用できない。よって、地元商店

や沿道店舗がオープンカフェを行うことは営利活動と見

なされ、実施に移行することは困難である。 
以上の事項と日本における継続実施事例から、法律

への対応を考えると、道路空間でオープンカフェを実施

するためには「許可の取得」が必要であり、そのために

は「公共性・公益性の確保」が条件として挙げられる。 
この条件を満たすには、「オープンカフェ実行委員

会の発足（行政・地元商店で構成）」が必要となり、こ

のオープンカフェ実行委員会がオープンカフェの運営を

行う上で、公共性・公益性を確保し、許可の取得を行う

という仕組みが最も継続実施できる形態と言える。 

３．社会実験におけるビデオ及び意識分析 

 

（１）実験概要 

本研究では、2008年度に2ヵ所で実施された社会実験

に参加し、実験時に行われたオープンカフェの利用者

に対する意識分析や利用実態分析を行うために、アン

ケート調査とビデオ観測調査を行った。 

a）大宮駅西口地区 

本研究では、さいたま市主催のカーフリーデー2008
の一環として、大宮駅周辺道路を歩行者天国化し、そ

こにオープンカフェを設置した。その際に「おもてな

し空間」の創出による効果を検証するために、オープ

ンカフェ利用者と歩行者を対象にしたアンケート調査

を行った。(有効アンケート回答：214部) 

 

図 2 テーブル配置図（大宮駅西口地区） 

 

表 4 大宮西口地区社会実験概要 

実験名 主催 実施期間 実施概要

さいたまカーフリーデー2008
(大宮駅西口地区)

さいたま市
2008年9月20日(土)
10：00～16：00

普段車が通っている道路
を歩行者天国にして
オープンカフェを実施

 

 

b）静岡紺屋町名店街 
静岡市と紺屋町まちづくり協議会は 2008 年 11 月に

3 週間にわたり「モール化交通社会実験」と称して、歩
行者天国実験を実施した。 
その中で「歩行者空間の創出」を軸に、歩行者天国に

賑わいを出すためにオープンカフェを実施し、長期実施

による検証を行うため、ビデオ観測調査を行った。 

 
図 3 テーブル配置図（静岡紺屋町名店街） 
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表 5 静岡紺屋町名店街社会実験概要 

実験名 主催 実施期間 実施概要

人が、まんなか
(静岡紺屋町名店街)

紺屋町まちづくり協議会
静岡市

2008年11月4日(火)
～24日(月)
11：00～20：00

普段車が通っている道路
を歩行者天国にして
オープンカフェを実施  

 
（２）意識分析と利用実態分析の結果 

a）オープンカフェの評価 

オープンカフェの評価に関しては、大宮アンケート

分析から、「良い」「やや良い」という肯定的な意見

が80％を占めた(図 4)。また、オープンカフェの実施

による賑わいの創出に関しては、72％の人から「賑わ

っている」「やや賑わっている」という回答が得られ

た(図 5)。以上の結果から、オープンカフェの実施に

対する評価は全体としてよかったと考えられる。 
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図 4 オープンカフェの評価 
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図 5 オープンカフェによる賑わい創出の評価 

 

b）実施に向けた基本的方策 

大宮アンケート分析から休日が40％、月1 回が 48％

を占めており休日・月 1 回の実施を望む声が多いとい

うことが明らかになった(図 6)。また静岡ビデオ分析

により、歩行者のオープンカフェ利用数を条件が似て

いる平日と休日で比較した結果、平日 23 人に対し休日

は 35 人となっており、休日利用者が多いという結果を

得た(図 7)。以上の結果から、実施への第一歩として

オープンカフェを月 1 回や休日のみの実施から始める

ことが望ましいと考えられる。 
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図 6 オープンカフェの希望実施頻度 
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図 7 平日と休日の利用者数の比較 

 

また、静岡ビデオ分析から歩行者のオープンカフェ

利用数を分析した結果、暖かいと感じる日に人はよりオ

ープンカフェを利用する傾向にあることがわかった。ま

た、体感温度（人が肌で感じる温度のことで、気温だけ

でなく風速による肌寒さを考慮したもの）と利用滞在時

間のグラフから、体感温度が高い日ほど利用滞在時間も

長く、また利用者も多くなっている傾向が読み取れる

(図 8)。利用滞在時間が長いということは、それだけ居
心地が良い空間であると考えられるため、暖かい季節に

オープンカフェを実施することは有効であると考えられ

る。またこの結果を用いると、今回 11 月に行われた静
岡実験が 10 月に行われた場合、利用者はより増加する
と予想される。 
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図 8 体感温度と滞在時間の関係 

 

c）実施に向けた具体的方策 
本研究では、オープンカフェの実施形式を「レストラ

ン形式」「沿道店舗の協力あり形式」「沿道店舗通常通

り形式」の3種類に分類した(表 6)。 
 

表 6 オープンカフェの形式分類 

オープンカフェ形式 内容 事例紹介

レストラン形式

店が道路に用意した
テーブルに座ると
ウェイター・ウェイトレスが
注文をとりに来て、
そこで料理など飲食できる
料理を注文する人しか利用できない

横浜日本大通り
オープンカフェ

沿道店舗の協力あり形式
沿道店舗が屋外販売や
テーブルの管理をして、
誰でもテーブルを利用できる

名古屋久屋大通り
オープンカフェ

沿道店舗通常通り形式
沿道店舗は通常の営業をしており
テーブルの管理は主催者が行う
誰でもテーブルを利用できる

横浜鶴見
オープンカフェ  

 
実施形式に関しては、大宮アンケート分析から、テ



ーブルは誰でも利用できてオープンカフェ実施時には

沿道店舗の協力がある形式を望むという声が最も多か

った(図 9)。さらに、実際にオープンカフェで飲食した
人のうち沿道店舗で飲食物を購入した人が60％以上と
いう結果も得られた。この結果から、沿道店舗が協力

しながらオープンカフェを実施する形式が最もふさわ

しいと考えられる。 
さらに、この沿道店舗の協力があることにより、先に

述べた法律面への対応策としてのオープンカフェ実行委

員会の発足に行政と地元の協働という形態が達成される

と言える。 
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34
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110
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6
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図 9 オープンカフェの希望実施形式 

 

静岡社会実験では、オープンカフェ空間の創出の一

環としてベンチを利用した憩い空間づくりを実施し、テ

ーブルとの比較を行った。 
テーブル利用者、ベンチ利用者ともに単独利用者が

最も多いことがグラフから見て取れるが、テーブルとベ

ンチの単独利用者に対し比率の検定を行った結果、P 
値は 14109.4 −× と有意な差が見られたことから、単独利

用者はベンチをより多く利用する傾向があると考える

(図 10)。これに関して、テーブルよりベンチの方が気
軽に利用できるという声も多かったことから、ベンチの

設置は憩い空間に有効であると考えられる。 
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図 10 テーブル・ベンチの利用人数 

 

４．おわりに 

 

本研究では、オープンカフェの実現可能性について

検証することを目的とし、実施に向けた法制度の整理と

歩行者の利用についての方策という二つの側面から検証

を行うことができた。 

法律への対応としては、許可の取得にあたり公共

性・公益性を確保することが必要であり、そのために行

政・地元商店で構成されるオープンカフェ実行委員会の

発足が必要不可欠であるという知見を得た。 
また実験における意識分析と利用実態分析により、

以下の結果が得られた。 
オープンカフェの実施は評価されるものであり、賑

わいの創出に有効であると考えられる。 
また実施に向けた基本的方策としては、実施頻度と

して休日や月 1 回の実施が最も適切であり、実施時期
として暖かい季節に実施することで、利用者が増加し賑

わいの創出につながるという結論が得られた。 
さらに実施に向けた具体的方策としては、沿道店舗

の協力のもと誰でも利用できるオープンカフェ形式が最

も望ましく、同時に法律面の課題も達成できるというこ

とが明らかになった。さらにベンチの設置も単独利用者

に対して有効であるという結果が得られた。 
しかし、更に実施に向けた課題として以下のものが

考えられる。 
まず実施頻度に関して月 1 回・休日のみの実施が望
ましいと結論付けたが、歩行者量も休日の方が多いこと

を考慮すると、オープンカフェの利用率（オープンカフ

ェ利用者数／歩行者数）は平日と休日で差がないと思わ

れる。よって、将来的に平日のオープンカフェ実施のた

めに、平日にやる意義をどのように示し、歩行者の意識

をどのように変化させるかということが重要になると考

えられる。 
また、地元商店の協力をどのように促進させ協力体

制を整えるかということが重要になるため、この方策に

ついても今後検討が必要であると考えられる。 
さらに、テーブルとベンチともに有効であるという結

果が得られたが、その共存方法について具体的な空間条

件を含めて検討していく必要があると考えられる。 
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